
ホ　介護医療院における短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数及
び入所者の数
の合計数が入
所者の定員を
超える場合 又

は

医師、薬剤
師、看護職
員、介護職員
の員数が基準
に満たない場
合

又
は

看護師が基準
に定められた
看護職員の員
数に20/100を
乗じて得た数
未満の場合

常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにお
ける体制が未
整備である場
合

療養環境の基
準(廊下）を満
たさない場合

療養環境の基
準（療養室）を
満たさない場
合

夜勤を行う職
員の勤務条件
に関する基準
の区分による
加算

認知症行動・
心理症状緊急
対応加算

緊急短期入
所受入加算

若年性認知
症利用者受
入加算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要介護１ （ 762 単位）

要介護２ （ 874 単位）

要介護３ （ 1,112 単位）

要介護４ （ 1,214 単位）

要介護５ （ 1,305 単位）

要介護１ （ 875 単位）

要介護２ （ 985 単位）

要介護３ （ 1,224 単位）

要介護４ （ 1,325 単位）

要介護５ （ 1,416 単位）

要介護１ （ 752 単位）

要介護２ （ 861 単位）

要介護３ （ 1,096 単位）

要介護４ （ 1,197 単位）

要介護５ （ 1,287 単位）

要介護１ （ 862 単位）

要介護２ （ 972 単位）

要介護３ （ 1,207 単位）

要介護４ （ 1,306 単位）

要介護５ （ 1,396 単位）

要介護１ （ 736 単位）

要介護２ （ 845 単位）

要介護３ （ 1,080 単位）

要介護４ （ 1,180 単位）

要介護５ （ 1,270 単位）

要介護１ （ 846 単位）

要介護２ （ 955 単位）

要介護３ （ 1,190 単位）

要介護４ （ 1,290 単位）

要介護５ （ 1,380 単位）

要介護１ （ 716 単位）

要介護２ （ 812 単位）

要介護３ （ 1,022 単位）

要介護４ （ 1,111 単位）

要介護５ （ 1,192 単位）

要介護１ （ 828 単位）

要介護２ （ 925 単位）

要介護３ （ 1,133 単位）

要介護４ （ 1,223 単位）

要介護５ （ 1,303 単位）

要介護１ （ 700 単位）

要介護２ （ 796 単位）

要介護３ （ 1,006 単位）

要介護４ （ 1,094 単位）

要介護５ （ 1,175 単位）

要介護１ （ 811 単位）

要介護２ （ 908 単位）

要介護３ （ 1,117 単位）

要介護４ （ 1,207 単位）

要介護５ （ 1,287 単位）

要介護１ （ 689 単位）

要介護２ （ 785 単位）

要介護３ （ 994 単位）

要介護４ （ 1,083 単位）

要介護５ （ 1,163 単位）

要介護１ （ 800 単位）

要介護２ （ 897 単位）

要介護３ （ 1,106 単位）

要介護４ （ 1,196 単位）

要介護５ （ 1,275 単位）

要介護１ （ 702 単位）

要介護２ （ 804 単位）

要介護３ （ 1,029 単位）

要介護４ （ 1,123 単位）

要介護５ （ 1,210 単位）

要介護１ （ 805 単位）

要介護２ （ 910 単位）

要介護３ （ 1,132 単位）

要介護４ （ 1,228 単位）

要介護５ （ 1,313 単位）

要介護１ （ 656 単位）

要介護２ （ 748 単位）

要介護３ （ 947 単位）

要介護４ （ 1,032 単位）

要介護５ （ 1,108 単位）

要介護１ （ 762 単位）

要介護２ （ 855 単位）

要介護３ （ 1,054 単位）

要介護４ （ 1,137 単位）

要介護５ （ 1,214 単位）

要介護１ （ 892 単位）

要介護２ （ 1,002 単位）

要介護３ （ 1,242 単位）

要介護４ （ 1,343 単位）

要介護５ （ 1,434 単位）

要介護１ （ 892 単位）

要介護２ （ 1,002 単位）

要介護３ （ 1,242 単位）

要介護４ （ 1,343 単位）

要介護５ （ 1,434 単位）

要介護１ （ 882 単位）

要介護２ （ 990 単位）

要介護３ （ 1,226 単位）

要介護４ （ 1,325 単位）

要介護５ （ 1,415 単位）

要介護１ （ 882 単位）

要介護２ （ 990 単位）

要介護３ （ 1,226 単位）

要介護４ （ 1,325 単位）

要介護５ （ 1,415 単位）

要介護１ （ 891 単位）

要介護２ （ 993 単位）

要介護３ （ 1,215 単位）

要介護４ （ 1,309 単位）

要介護５ （ 1,394 単位）

要介護１ （ 891 単位）

要介護２ （ 993 単位）

要介護３ （ 1,215 単位）

要介護４ （ 1,309 単位）

要介護５ （ 1,394 単位）

要介護１ （ 841 単位）

要介護２ （ 943 単位）

要介護３ （ 1,168 単位）

要介護４ （ 1,262 単位）

要介護５ （ 1,347 単位）

要介護１ （ 841 単位）

要介護２ （ 943 単位）

要介護３ （ 1,168 単位）

要介護４ （ 1,262 単位）

要介護５ （ 1,347 単位）

要介護１ （ 849 単位）

要介護２ （ 946 単位）

要介護３ （ 1,156 単位）

要介護４ （ 1,247 単位）

要介護５ （ 1,326 単位）

要介護１ （ 849 単位）

要介護２ （ 946 単位）

要介護３ （ 1,156 単位）

要介護４ （ 1,247 単位）

要介護５ （ 1,326 単位）

（ 670 単位）

（ 928 単位）

（ 1,289 単位）

　：　「緊急時施設診療費」、「特別診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。

※　（３）及び（６）を適用する場合には、（※２）を適用しない。

※　令和３年９月３０日までの間は、短期入所療養介護費の（１）から（７）までについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

＋９０単位
（７日（やむ
を得ない事
情がある場
合は１４日）

を限度）

基本部分

注 注

（１）　Ⅰ型介護医療院短期入所
　　　　療養介護費
　　　　（１日につき）

（一)　Ⅰ型介護医療院
　　　　短期入所療養
　　　　介護費（Ⅰ）

a　Ⅰ型介護医療院
　　短期入所療養
　　介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

－２５単位

＋１２０単位

片道につき
＋１８４単位

b　Ⅰ型 介護医療院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（二）　Ⅰ型介護医療院
　　　　短期入所療養
　　　　介護費（Ⅱ）

a　Ⅰ型 介護医療院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　Ⅰ型 介護医療院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（三）　Ⅰ型介護医療院
　　　　短期入所療養
　　　　介護費（Ⅲ）

a　Ⅰ型 介護医療院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

×９０／１００

b　Ⅰ型 介護医療院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（２）　Ⅱ型介護医療院短期入所
　　　　療養介護費
　　　　（１日につき）

（一)　Ⅱ型介護医療院
　　　　短期入所療養
　　　　介護費（Ⅰ）

a　Ⅱ型 介護医療院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　Ⅱ型 介護医療院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（二)　Ⅱ型介護医療院
　　　　短期入所療養
　　　　介護費（Ⅱ）

a　Ⅱ型 介護医療院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　Ⅱ型 介護医療院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（三）　Ⅱ型介護医療院
　　　　短期入所療養
　　　　介護費（Ⅲ）

a　Ⅱ型 介護医療院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　Ⅱ型 介護医療院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（３）　特別介護医療院短期入所
　　　　療養介護費
　　　　（１日につき）

（一）　Ⅰ型特別
　　　　介護医療院
　　　　 短期入所療養
　　　　介護費

a　Ⅰ型 特別介護医療
院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

×９０／１００

b　Ⅰ型 特別介護医療
院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（二）　Ⅱ型特別
　　　　介護医療院
　　　　 短期入所療養
　　　　介護費

a　Ⅱ型 特別介護医療
院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　Ⅱ型特別 介護医療
院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

×７０／１００×７０／１００

（４）　ユニット型Ⅰ型介護医療院
　　　　短期入所療養介護費
　　　　（１日につき）

（一）　ユニット型Ⅰ型
　　　　介護医療院
　　　　短期入所
　　　　療養介護費（Ⅰ）

a　ユニット型Ⅰ型 
　　介護医療院短期入
所 
　　療養介護費
　　＜ユニット型個室＞

×９７／１００

b　経過的ユニット型Ⅰ
型 
　　介護医療院短期入
所 
　　療養介護費
　　＜ユニット型個室的
　　多床室＞

（二）　ユニット型Ⅰ型
　　　　介護医療院
　　　　短期入所
　　　　療養介護費（Ⅱ）

a　ユニット型Ⅰ型 
　　介護医療院短期入
所 
　　療養介護費
　　＜ユニット型個室＞

×９０／１００
b　経過的ユニット型Ⅰ
型 
　　介護医療院短期入
所 
　　療養介護費
　　＜ユニット型個室的
　　多床室＞

（５）　ユニット型Ⅱ型介護医療院
　　　　短期入所療養介護費
　　　　（１日につき）

（一）　ユニット型Ⅱ型 介護医療院短期入所 
　　　　療養介護費
　　　　＜ユニット型個室＞

（二）　経過的ユニット型Ⅱ型 介護医療院短期入所 
　　　　療養介護費
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞

（６）　ユニット型特別介護医療院
　　　　短期入所療養介護費
　　　　（１日につき）

（一）　ユニット型Ⅰ型特別
　　　　介護医療院
　　　　短期入所
　　　　療養介護費

a　ユニット型Ⅰ型 
　　特別介護医療院
　　短期入所 療養介護
費
　　＜ユニット型個室＞

×９０／１００
b　経過的ユニット型Ⅰ
型
　　 特別介護医療院
　　短期入所 療養介護
費
　　＜ユニット型個室的
　　多床室＞

（二）　ユニット型Ⅱ型特別
　　　　介護医療院
　　　　短期入所
　　　　療養介護費

a　ユニット型Ⅱ型
　　 特別介護医療院
　　短期入所 療養介護
費
　　＜ユニット型個室＞

b　経過的ユニット型Ⅱ
型 
　　特別介護医療院
　　短期入所 療養介護
費
　　＜ユニット型個室的
　　多床室＞

（７）　特定介護医療院短期入所療養介護費

（一）　３時間以上４時間未満

＋６０単位（二）　４時間以上６時間未満

（三）　６時間以上８時間未満

（８）　療養食加算

　－２５単位 －２５単位

夜間勤務等看
護（Ⅰ）

　＋２３単位

夜間勤務等看
護（Ⅱ）

　＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅲ）

　＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅳ）
＋７単位

＋２００単位
（７日間を限

度）

（1回につき　８単位を加算（１日に３回を限度））

（９）　緊急時施設診療費

イ　緊急時治療管理

（1月に1回3日を限度に､1日につき５１８単位を算定）

ロ　特定治療

（１０）　認知症専門ケア
　　　　　加算

（一）認知症専門ケア加算（Ⅰ）
（1日につき　３単位を加算）

（二）認知症専門ケア加算（Ⅱ）
（１日につき　４単位を加算）

（１１）　重度認知症疾患
　　　　　療養体制加算

（一）重度認知症疾患療養体制加算（Ⅰ）

要介護１・２　　（１日につき1４０単位を加算）
要介護３・４・５ （１日につき４０単位を加算）

（二）重度認知症疾患療養体制加算（Ⅱ）

要介護１・２　　（１日につき２００単位を加算）
要介護３・４・５ （１日につき１００単位を加算）

（１２）　特別診療費　（※２）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（１３）　サービス提供体制
　　　　　強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　２２単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　１８単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（１日につき　６単位を加算）

（１４）　介護職員処遇改善
　　　　　加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、（１）から（1３）までにより算定した単位
数の合計（1月につき　＋所定単位×２６／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×１９／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×１０／１０００）

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

（1月につき　＋（三）の９０／１００）

（五）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（三）の８０／１００）

（１５）　介護職員等特定
　　　　　処遇改善加算
　

（一）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、（１）から（1３）までにより算定した単位
数の合計（1月につき　＋所定単位×１５／１０００）

（二）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

介護　14


